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令和 7 年度 スポーツ施設再編基礎調査支援業務 
公募型プロポーザル実施要領 

 
 
１ 趣 旨 

⽩⼭公園付近⼀帯（以下、「検討エリア」という）は市⺠の憩いの場である⽩⼭公園や各種
の文化・スポーツ施設などが集積し、親水空間であるやすらぎ堤にもアクセスが良好なエリ
アである。スポーツ施設の老朽化が進み、今後の在り方の整理が必要な状況にあり、検討に
あたっては、既存の⽩⼭公園や文化施設、分館跡地の活用との連動など、検討エリアの特性
を活かした視点が必要となる。 

本市では、スポーツに親しみ、市への愛着を深めてもらうとともに、賑わいのあるまちづ
くりにつながるような「県都・政令市にふさわしい」スポーツ施設のあり方について、「新潟
市スポーツ施設の未来構想会議」より提言をいただいた。 

とりわけ検討エリアについては、『「観るスポーツ」の臨場感を味わうことができる 「球技
専用スタジアム」 や 「アリーナ」といった、プロスポーツの公式戦やコンサートなどを開
催できる機能を有するとともに、公共施設や商業施設・賃貸オフィスなど複合的な機能を併
せ持つ施設を新設することによって、街なかに人が行き交い賑わいを創出するなど、「スポー
ツによるまちづくりと地域活性化」を図ること』を提言いただいたところである。 

本業務では、提言の趣旨を参考に、検討エリアの取り組みの方向性を見出すことを目的と
する。 
 
２ 業務の概要 
（１）業務名   令和 7 年度 スポーツ施設再編基礎調査支援業務 
（２）業務内容  別添「スポーツ施設再編基礎調査支援業務要求水準書」（以下、「要求水

準書」という。）のとおりとする。 
（３）契約期間  契約締結日から令和８年３月１９日（木）まで 
（４）提案上限金額 ￥4,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 
（５）費用分担  受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれ

るものとし、本市は契約金額以外の費用は負担しない。 
 
３ 参加資格要件 
 本公募に参加する者は、以下の要件をすべて満たすものとする。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の 4 の

規定により、新潟市の⼀般競争入札等の参加を制限されていない者。 
（２）施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する事実があった後、3 年を経過しない者又は

その者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でない
こと。 

（３）本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。もしくは登録を予定しており、以
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下の要件を満たしている者。 
①市税、法人税、所得税又は消費税及び地方消費税を滞納していない者。 
②参加申請を行う日において、引き続き 1 年以上の事業を営んでいる者。 

ただし、継承を受けている場合は、継承前の事業期間を含む。 
（４）本公募による手続きの開始から契約締結までの間に、本市競争入札参加有資格者指名

停止期間等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者。本市入札参加
資格者名簿に登載されていない者にあっては、本公募による手続き開始から契約締結
までの間、新潟市の指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者。 

（５）以下の申立てがなされていない者。 
ア 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条に規定する破産手続開始の申

立て 
イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立て 
ウ ⺠事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立て 

（６）次のいずれかに該当しない者。 
ア 暴力団 
イ 暴力団員 
ウ 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同

等の責任を有する人をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これ
らと同等の責任を有する人をいう。）が暴力団員であるもの 

エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 
オ 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているもの 
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの 
キ その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

（７）共同企業体で参加する場合は、以下の要件を満たしていること。なお、共同企業体の
構成企業は、単独又は他の共同企業体の構成企業として、本件の入札に参加すること
ができないものとする。 

ア 共同企業体は 3 社以内で構成されていること。 
イ 構成企業は上記（１）〜（６）のすべての要件を満たしていること。 
ウ 共同企業体は自主結成とし、構成企業間で協定を締結していること。 
エ 共同企業体は、代表企業を選定し、この代表企業を共同企業体の代表者として本市

と契約の締結が行えること。この場合、代表企業は本市に対して全ての責任を負う
ものとする。 
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４ 募集及び選定スケジュール 
スケジュールは、以下のとおりとする。ただし、記載する期日等に変更が生じた場合は、
参加者に対して、改めて期日等を通知する。 

内 容 期 日 
（１）公募開始（実施要領公表） 令和７年５月１３日（火） 
（２）質問書の提出期限 令和７年５月２３日（金）正午 
（３）質問への回答 令和７年５月２７日（火） 
（４）参加申請書提出期限 令和７年６月 ２日（月）正午 
（５）参加資格確認結果通知期日 令和７年６月 ４日（水） 
（６）提案書・辞退届提出期限 令和７年６月 ９日（月）正午 
（７）選定委員会の実施 

（オンラインによるヒアリング） 
令和７年６月１２日（木）予定 
（予備日６月１３日（金）） 

（８）選定結果の通知・公表 令和７年６月１７日（火）予定 
 
５ 質問及び回答 

本要領等に関し質問がある場合は、以下のとおり質問書を提出すること。 
（１）提出期限 

令和７年５月２３日（金）正午 
（２）提出書類 

質問書（様式第１号） 
（３）提出先・提出方法 

「１１ 提出先・問合せ先」宛てに電子メールで提出。 
質問に対する回答は、令和７年５月２７日（火）までに本市ホームページに掲載する。
なお、質問に対する回答は、本要領と⼀体のものとして同等の効力を持つものとする。 

 
６ 参加申請書の提出 

本公募への参加を希望する者は、以下のとおり本市に参加申請書等を提出し、参加資格を
有すると認められた者の通知を受けた場合に参加することができる。 

（１）提出期限 
令和７年６月２日（月）正午 

（２）提出書類 
ア 単独の場合 

ｱ) 参加申請書（様式第２号） 
ｲ) 法人等概要（様式第３号）。パンフレット等がある場合は添付。 
ｳ) 類似事業等実績⼀覧（様式第４号） 

イ 共同企業体の場合 
ｱ) 参加申請書（様式第２号（共同企業体用）） 
ｲ) 法人等概要（様式第３号）。パンフレット等がある場合は添付。 
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ｳ) 類似事業等実績⼀覧（様式第４号） 
ｴ) 共同企業体協定書兼委任状（様式第５号） 
上記、ｲ)、ｳ)については、代表者及び構成員分を作成。 

（３）提出先・方法 
「１１ 提出先・問合せ先」に以下いずれかの方法で提出。 
ア 電子メール 
イ 郵送（簡易書留。提出期限必着。） 
ウ 持参（平日の午前９時から午後５時（提出期限は正午）まで。） 

（４）参加資格確認結果の通知 
本市は、参加申請書等の提出者が「３ 参加資格要件」を満たしているかを確認し、そ
の結果について提出者に電子メールで通知する。 

（５）参加資格の喪失 
上記（４）の通知を受けた者が以下のいずれかに該当する場合には、参加資格を喪失す
る。 
ア 参加資格要件を満たさなくなったとき 
イ 参加申請書等に、虚偽の記載があったとき 

（６）辞退 
参加申請書等の提出後に参加を辞退する場合は、令和７年６月９日（月）正午までに参
加辞退届（様式第６号）を提出すること。 

  
７ 提案書の提出 

参加資格を満たす者は、以下のとおり提案書類を提出すること。 
（１）提出期限 

令和７年６月９日（月）正午 
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（２）提出書類 
大項目 項目 内容説明 様式等 
提案表紙 様式に従って作成。押印不要。 様式第7号 
業務体制 様式に従って作成。 様式第8号 

提案書 
本編 

構成例 

様式第9号 

①提案の考え方（基
本方針） 

提案の考え方、提案の概要及び特徴を記
載。 

②作業構成と役割分
担 

本業務で必要と想定する作業項目をできる
限り詳細に、工程順に表形式で記載。 
また、各作業内容において、本市に想定さ
れる役割があれば記載。 

③業務の実施手法等 
要求水準書「７ 業務内容」で求める項目
を実施するための手法を記載。 

④創造的提案 

本業務をより有効にするための創造的な提
案事項、または仕様の追加や変更事項があ
れば記載。なお、追加提案は本業務の費用
の範囲で実施できるものとする。 

⑤業務工程 
「②作業構成と役割分担」で示した内容に
基づく作業スケジュールを記載。 

見積書 

・本業務に要する費用 
・各業務の金額の内訳が確認できる内訳書
（様式任意）を添付。消費税及び地方消費
税を記載すること。 

様式第10号 

 
（３）提案書の作成 

ア 提案は１者につき１件とする。 
イ 提案書は、本要領及び要求水準書に基づき作成すること。 
ウ 提案書は、用紙の大きさ、向きを変更しないこと。 
エ 提案書に使用する文字サイズは11ポイント以上とし、読みやすさに配慮すること。 
オ 提案書は、分かりやすい表現で簡潔に説明すること。用語は統⼀し、文章を補完す

るためにイラスト、イメージ図等を使用してもよい。 
カ 見積書の金額は、「２（４）提案上限金額」を限度とし、消費税及び地方消費税を

含まないものとする。 
キ 内訳書には消費税及び地方消費税の記載すること。 
ク 提案書等に記載された内容については、提案時に提出した見積額に追加費用を伴わ

ず実施する意思があるものとみなす。 
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（４）提出先・提出方法 
「１１ 提出先・問合せ先」宛てに以下いずれかの方法で提出。 
ア 郵送（簡易書留。提出期限必着。） 
イ 持参（平日の午前９時から午後５時（提出期限は正午）まで。） 

（５）提出部数 
・正本１部 
・副本７部  社名等、提案者が特定できるものは⼀切記載しないこと。 
この他、提案書等の電子ファイル⼀式を納めたCD又はDVDを１枚提出すること。な
お、電子ファイルに関しては、Microsoft Office 又は Acrobat Reader にて参照可能な
形式とすること。 

（６）留意事項 
ア 提案書の提出後、提案書に記載された内容の変更は認めない。 
イ 提案書等の内容について、本市が参加者に問い合わせを行った場合、速やかに回答

すること。 
ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合、談合その他不正行為があった場合は失格とす

る。 
 
８ 選定委員会 

候補者の選定は、スポーツ施設再編基礎調査支援業務プロポーザル選定委員会設置要綱に
定める選定委員会が行う。選定委員会の委員構成は、候補者決定まで非公開とする。 

（１）審査 
ア 選定委員は、参加申請書類及び提案書類の内容について、審査基準（別紙１）に基

づき評価を行う。 
イ 各委員の合計点の合算を提案者の得点とする。 
ウ 審査は非公開とする。 
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（２）ヒアリングの実施 
選定委員会において、提案書の記載内容の詳細や不明点を把握するため、提案者に対
するヒアリングを以下のとおり実施する。 

項目 内容 

日時 
令和７年６月１２日（木）を予定日とし、本市が指定する時間に実施する。 
決まり次第、連絡先E-mail に送信して通知する。 

方法 オンラインによる実施とする。詳細は別途通知する。 
参加人数 特に制限なし 

持ち時間 
1提案者あたり30分程度。あらかじめ提出された提案書に基づく概要説明15分以
内、および質疑応答15分程度を予定。 

説明者 
プレゼンテーション並びに質疑応答を行う説明者は、本業務の従事予定者のうち、
原則主担当者が行うこと。補足説明等はヒアリングに参加する者が行ってもよい。 

その他 
プレゼンテーションは、あらかじめ提出した提案書をもとに、資料を画面に表示し
ながら行うこととする。別途プレゼンテーション用の資料を作成しない。 

（３）候補者の選定 
ア 選定委員会は、「（１）審査」の結果、得点の最も高い者を最優秀提案者、次に得

点の高い者を次点者として選定し、最優秀提案者を候補者として選定する。 
イ 最優秀提案者が２者以上あるときは、選定委員会の協議により決定することとす

る。 
ウ 提案者の得点が、各委員が100点と評価した合算の60％未満であった場合は、候補

者として選定しない。 
エ 提案者が１者のみの場合であっても評価は実施し、選定委員会において適切と認め

られたときは、候補者とする。適切と認められない場合、又は提案者がない場合は
再度公募を実施する。 

オ 次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 
ｱ) 提案書を提出期限日時までに提出しなかった者 
ｲ) 上記２（４）の提案上限金額を超える見積金額を提案した者 
ｳ) 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 
ｴ) 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと 
ｵ) 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

すること 
ｶ) 提出書類に虚偽の記載を行うこと 
ｷ) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

（４）選定結果の通知・公表 
選定結果は、すべての提案者に選定、非選定の旨を通知するほか、本市ホームページ
に提案者名（最優秀提案者のみ公開、その他提案者は非公開）、順位、得点等を掲載
する。本市は、審査内容等の問合せを⼀切受け付けないものとし、提案者は、審査・
選定結果に対する異議を申し立てることはできない。 
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９ 契約の締結 
（１）事業者の決定 

ア 本市は、選定委員会で決定した最優秀提案者に対し、委託契約の締結交渉を行う。 
イ 最優秀提案者との委託契約の締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、もしくは

最優秀提案者の本提案における失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合
は、次点者を繰り上げて、委託契約の締結交渉を行う。 

（２）契約の方法 
新潟市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は、要求水準書及び
提案書に基づき、審査結果を考慮のうえ詳細を協議し、決定する。 
なお、契約の締結に際し、万⼀、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、
契約締結をしないことがあるほか、新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要
領に基づく停止措置を講じることがある。また本市は被った損害について、賠償請求
を行うことがある。 

（３）契約の解除 
本市は契約締結後においても、受託者がこの業者選定にかかる失格事項または不正と
認められる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとする。 

 
１０ 特記事項 
（１）企画提案書等の作成、提出等に要する費用（旅費及び通信費を含む）は、すべて提案

者の負担とする。 
（２）プロポーザルの過程で得た情報等は本市に帰属し、市は調査手段等を含め公開・配布

できるものとし（個人情報及び公開によりその者の権利、競争上の地位その他利益を
害すると認められる情報を除く）、参加希望者はこのことに同意の上、参加表明をす
る。 

（３）事業者の名称は公表できるものとする。 
（４）提出されたすべての企画提案書は返却しない。 
（５）提出された企画提案書は、市の所有物として組織内で複写・配布する場合がある。 
（６）提出された提案書等の内容について審査の過程で疑義が生じた場合は、必要に応じて

本市から疑義の照会を行うことがある。 
（７）郵送等の事故については、本市はいかなる責任も負わない。 
（８）やむを得ない理由により本選定を実施することができないと認められる場合は、本選

定を中止することがある。なお、この場合において、提案に要した費用を本市に請求
することはできない。 

（９）参加者は選定後、本要領等について不知又は不明を理由として異議を申し立てること
はできない。 

（10）本要領に定めのない事項については競争性、公平性を考慮の上、適宜市が判断する。 
（11）本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び軽

量法による。 
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（12）本手続きに則り締結した契約について、契約期間中に契約に係る歳出予算の減額又は
削除があった場合は、契約を変更し、又は解除をすることがある。 

（13）採用された企画提案書は、「新潟市情報公開条例（昭和61 年新潟市条例第43 号）
に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情
報公開の対象となる。 

（14）参加申請後に新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領に基づく停止措置を
受けた者又は暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成24年新潟市条例第61号第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第3号に規定する暴力
団員をいう。以下同じ。）が経営に関与している法人ではないこと及び暴力団又は暴
力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のプロポーザル参加は無効とする。 

 
１１ 問い合わせ先 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町1010番地 古町ルフル5階 
新潟市文化スポーツ部スポーツ振興課 
TEL 025-226-2601 
Email sports@city.niigata.lg.jp

mailto:sports@city.niigata.lg.jp
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別紙１ 
 
審査の評価基準 

審査の評価は、表（１）「評価項目」の小項目ごとに、表（２）「評価と評価係数」の6
段階評価で行う。 

審査の採点は、小項目ごとの配点に6段階評価に応じた評価係数を乗じ、それらの合計点
により決定する。 
  例） １（１）実績が評価「4」の場合 … 20点×0.8＝16点 
 
（１）評価項目 

評価項目 
評価の視点 配点 

大項目 小項目 

１ 業務遂行能力 

（１）業務実績 
提案者が本業務と同種の実績を有し、本業務
の着実な実施、良好な成果が見込まれるか。 20 

（２）適切な進行管理 

本業務の遂行に有効な資格や本業務と同種
の実績を有する主任技術者等、適正な人員、
資格、経験を有し、適切な進行管理と十分な
成果が見込まれるか。 

10 

２ 企画提案能力 

（１）実施方針 

本業務に期待されている成果を十分に理解
しているか。また、⽩⼭エリアが置かれてい
る現状や課題、可能性を十分に理解している
か。 

20 

（２）実施方法 
業務への理解や⽩⼭エリアに対する理解の
もと、事例調査や⺠間事業者との意見交換に
ついて効果的な手法を提案しているか。 

20 

（３）独自提案 

業務目的をより効果的、効率的に達成するた
めに行うこと、および本業務の後の展開へと
つなげるにあたっての独自の優れた提案が
あるか。 

25 

３ 価格 （１）見積額 見積書の内容や金額の積算が妥当か。 5 

合計点 100 
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（２）評価と評価係数 
評価 基準 評価係数 

５ 特に優れている １.０ 

４ 優れている ０.８ 

３ 標準 ０.６ 

２ やや劣っている ０.４ 

１ 劣っている ０.２ 

０ 提案事項の記載なし ０ 

 


